
11t 
陀

や
-椛
の
内
向
と
い
4
た
。
納
谷
屋
は
敏
代
池
約
し
た
が

脱
却
仙
の
頃
そ
の
地
宇
一
去
っ
た
。

ヌ
カ
ダ
=
ヤ
シ
ョ
ウ
ジ

額
谷
屋
小
路

金
協
の

古
田
川
名
。

洞
南
町
三
可
片
町
〉
な
る
傾
谷
箆
の
椴
小
路

そ
い
う
た
。

ヌ
カ
-
一
シ
ジ
ン
ジ
ヤ

額
琵
紳
祉

石
川
制
傾
乙

丸
に
在
り
、
延
刊
再
式
制
名
帳
に
は
ヌ
カ
ノ
ニ
シ
と
削

じ
、
式
内
等
一
泊
枇
杷
に
は

『
額
面
一
抑
制
。
式
内
一

座
。
街
乙
丸
村
銀
座
。
闘
h
z

隊
問
明
科
-
也
。

笛
停
云
。

斑
凶
雨
前
位
。
古
来
郷
内
七
村
之
惣
祉
也
。
』
と
見
え

る
。
昨
政
米
期
で
は
金
・
仰
の
常
山
飯
山
伏
釘
光
寺
が

そ
の
別
討
で
、
加
盟
帥
如
来
を
安
同
盟
し
て
あ
っ
た
。

ヌ
カ
ヒ
ガ
シ
ジ
ン
ジ
ヤ

額
東
神
社

石
川
抑
制

谷
に
在
り
、
延
町日
開
式
品
川
名
棋
に
は
ヌ
カ
ノ

ヒ
ガ
シ
と

訓
ず
る
。
古
へ
同
村
の
来
な
る
矧
山
の
胞
に
鎮
座

し
た
が
、
目
標
氏
亡
械
の
後
枇
殿
隣
組

L
、
今
の
村

中
に
泌
し
て
再
怪
し
た
と
い
ひ
、
式
内
等
部
枇
記
に

も
『
傾
京
制
散
。
式
内
一
座
。
大
獄
御
剛
山
谷
銀
座
。
祭

制
狼
附
彦
副
脚
。
中
首
位
地
移
純
。
今
抑
制
一
一閉
山
谷
宮
叶』

と
見
え
る
。
出
州
政
末
期
に
は
金
四
仰
の
市
山
統
山
伏
白

光
寺
之
そ
余
前
し
、
十

一
而
観
世
円
と
椛
し
た
。

ヌ
カ
Z

額
見
江
泊
郡
潟
聞
に
邸
ナ
る
部
古
川
。

出
品
恕
紀
聞
に
、

ζ

の
村
に
稲
川
左
門
の

mmmが
あ
っ

て
、
抑
形
・
小
土
居
な
ど
を
存
す
る
と
あ
る
。

ヌ
カ
ミ
シ
ヤ

額
見
社
江
泊
州
酬
額
見
に
銀
座
す

る
。
白
山・
紳
明
を
動
開
削
す
る
が
性
ご

一枇
と
も
蹴

す
ろ
。

家
、
そ
の
子
氏
家
と
な
っ
て
ゐ
ろ
。
白
山
枇
説
延
文

元
年
二
月
十
六
日
上
林
郷
街
地
獄
に
、
前
例
M
m
守
悶

家
と
あ
る
も
間
人
で
あ
ら
号
。

ヌ
ク
ヰ
沼
井

出
品
加
三
脚
川
良
川
保
に
郎
す
る

押
印
税
。
元
織
の
郷
村
名
義
抄
に
、
日
出
名
は
こ
の
地
に

油
井
氏
が
即
位
し
た
に
凶
る
と
す
る
が
、
結
時
制
H
三

州
志
に
は
他
注
総
か
で
な
い
と
し
、
又
能
殺
芯
仰
に

は
、
ζ

の
村
は
揃
井
氏
の
郎
社
に
'X
っ
た
も
の
で
、

滋
井
氏
が
こ
a
h

か
ら
起
っ
た
の
で
な
い
と
担
す
る
。

今
案
ず
ろ
に
椴
到
氏
の
城
剖
は
臥
一
中
郡
別
所
谷
の
う

，a
y
n
ぺ

ち
待
問
単
に
あ
ろ
か
ら
、
鹿
島
部
地
井
は
そ
の
栴
呼
皆

同
じ
〈
す
る
の
み
で
、
何
の
側
係
も
な
い
の
で
あ
る

ま
い
か
勺

ヌ
ヲ
ヰ
ウ
ヂ
温
井
氏

能
号
白
山
氏
の
老
問
。

そ
の
組
は
桃
引
直
協
の
子
昨
日
制
に
起
る
と
い
ふ
が
、

制
後
の
系
統
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
の
組問
R

到
三
州

志
に
殺
せ
ら
れ
る
も
の
を
開
示
す
る
と
左
の
如
〈
に

な
る
が
、
設
松・
忽
附
・
日以白紙
・間以長
-m
M
点
・
日川氏自す

の
名
は
、
邸
時
の
文
部
記
録
等
に

一
も
設
見

L
得
ぬ
。

恐
ら
〈
は
太
M
T
田町
迎
術
抄
に
凶
っ
て
取
ら
れ
た
も
の

で
あ
ら
号
。
務
系
側
七
イ
一h
所
牧
の
地
引
氏
系
川
も

之
に
拐
す
る
が
、
柏
町
判
な
呂
町
が
あ
る
。
寺
文
mu

帥
開
札
等
に
よ
っ
て
見
る
に
、
略
左
術
今
般
の
如
く
で

あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
こ
の
外
向
楠
井
氏
や
・口
す
者

の
名
は
多
〈
見
え
ろ
が
、
そ
の
削
聞
係
明
白
で
な
い
。

-

タ
zr

也
弁
氏
本
宗
の
開
館
は
、
胤
草
山
州
州
別
所村い
の
う
ち
術

開
監
に
在
っ
た
。
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E
R
l
芝翫|総山
県
|
製
品
部
斡
)

ト

lth降

「
是
椛

ヌ
ク
ヰ
カ
ゲ
主
カ
湿
井
長
隆

辺
都
兵
隊
助

-

m
川
巾
守
。

組
内
目の
子
か
、
又
は
総
点
の
孫
で
的
宗
の

子
か
川
ら
か
で
な
い
。
弘
治
二
年
総
点
の
試
せ
ら
れ

た
後
、
泊
三
宅
前
後
長
椛
と
共
に
加
到
に
逃
れ
、
裂

三
年
一
向
一
俊
の
緩
や
一得
て
能
間
切
に
付
入

L
、
湖
町

制
抑
水
か
ら
芯
却
に
来
る
聞
を
占
領
し
た
。
永
般
ご

年
景
除
拐
す
一
叫
び
兵
を
動
か
し
た
が
、
白
山
山
義
剣
は
長

約
辿
そ
し
て
仰
木
に
滋
政
せ
し
め
た
お
敗
れ
て
押
水

に
迦
き
、
=
一
年
ま
た
鹿
島
山
荒
山

・
石
勅
山
附
近
に

制
限
し
て
約
辿
に
抽
出
は
れ
た
。
十
一
年
封
隙
・長崎町

二
人
、
持
制
刷
辿
に
出
血
っ
て
七
国
に
問
削
り
、
留
中士
に
仕

へ
ん
こ
と
所
側
ひ
、
制
池
舗
に
肋
僻
し
て
之
を
申
制
さ

れ
た
。
天
正
ご
年
七
用
滋
佐
約
光
の
そ
の
叫
務
院
を

必
殺
し
た
附
に
も
、
公
除
は
そ
の
山
田
誌
に
興
っ
て
眠

た
。

五
年
上
杉
秘
信
の
七
陪
械
を
攻
め
た
時
、
之
を

久
し
〈
し
て
陥
世
間
せ
し
め
る
そ
得
な
か
っ
た
の
で
、

謙
信
乃
ち
九
万
遊
佐
約
光
を
勝
う
て
内
総
せ
し
め
、

約
光
は
文
明
陥
険
・長
椛
を
し
て
芯
を
一
に
せ
し
め
た
o

n躍
を
以
て
抑
制
後
日
除
容
は
鎚
後
に
赴
い
て
線
信
に
鍋

し
た
が
、
総
信
は
之
宇
山
県
力
の
士
た
ら
し
め
、
米
地

を
加
慰
し
て
能
授
に
郎
ら
し
め
た
。
然
る
に
景
能
等

は
、
謙
信
の
間
間
後
漸
く
掠
闘
し
、
七
年
七
尾
繊
の
材
陣

格
悼
む
坂
長
白
の
総
仰
を
得
て
、叩
山
城
主
年
子
和
泉
・

ヌ
カ
モ
チ
イ
ヘ

額
周
家

怠
考
太
平
杷
金
勝
院

本
に
、延
一
児
三
年
七
且
結
後
勢
の
結
前
に
赴
〈
僚
に
、

『
山
口
制
限
介
前
家
は
在
京
し
た
り
け
れ
ど
も
、
一
族
に

領
府
隙
四
郎
用
家
高
校
滋
に
て
懸
合
、
散
々
に
鞍
ひ

け
れ
ど
も
同
は
ず
、
那
谷
城
へ
引
館
る
』
と
あ
旬
、

白
樫
訓
に
は
、
信
穫
介
家
直
の
弟
民
家
、
そ
の
子
用

O
越
殺
到
三
州
芯

白老
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詰 l
軌 1
司らTt

~~，~ 
a川
ミパ

丑fゅ s- m 
1':1お民 家
山?刷
域 ~~ I{t qzg 

~， 

i乏
~~ 

ヌ
カ
ーー
ヌ
ク

酬世
間
肥
後
、
正
院
城
主
日
刊
奴
辿
世
間
伐
し
た
が
、
和

決
と
肥
後
は
詮
に
死
し
、
m
M
辿
は
越
後
に
逝
れ
た
。

穴
水
域
主

h

回
目
保
光
闘
は
、
摂
降
町
せ
が
狼
民
の
芯
あ
る

こ
と
を
日
目
白
に
忠
告
し
た
が
、
見
町
は
之
を
容
れ
る

こ
と
世
相
情
な
か
っ
た
か
ら
、
光
凶
は
手
兵
を
班
十ゐ
て

奴
阪
駅
守
そ
石
励
山
に
走
ら
し
め
た
が
、
不
幸
に
し
て

湖
坂
の
践
に
討
死
し
、
次
い
で
日
除
等
は
回
目
白
を
返

う
て
七
路
城
脅
奪
う
た
。
し
か
も
位
巾
に
日
た
良
辿

筒
が
そ
の
妨
告
を
な
さ
ん
こ
と
を
旧
民
へ

、
常
む
を
法

っ
て
和
由
棋
を
求
め
た
が
、
辿
飽
は
之
を
容
れ
ず
、
七

年
冬
羽
咋
市
政
彼
に
位
入
し
た
の
で
、
京
協
同
等
は
本

郷
鉢
伏
山
容
に
八
代
越
中
・描
井
筑
前
門
日
日
除
従
却
U

、

金
丸
倒
的
寺
容
に
入
代
肥
後

・
古
捕
屋
新
助
、
煎
馬

場
向
田
に
山
市
山
田
川
物
、
小
竹
諸
に
威
川
武
安
等
や
也
い

て
防
備
に
打
川
ら
し
め
た
。
八
年
辿
削
は
一
た
び
加
白

に
赴
き
、
三
月
叉
罰
水
に
入
っ
た
の
で
、
凶
三
月

mu

険
は
泊
到
筑
前
・
八
代
越
巾
等
脅
し
て
之
特
製
は
し

め
た
が
、
却
っ
て
飯
山
に
破
ら
れ
、
本
郷
鉢
伏
山
砦

を
も
奪
は
れ
た
。
口
町
除
乃
ち
敵
し
雌
き
を
忠
ひ
、
辿

間
に
想
っ
て
肌
砕
を
総
削
信
長
に
謝
し
た
が
、
辿
加
は

之
そ
介
す
る
と
共
に
、
実
兄
の
仇
た
る
m
M
陥
等
を
得

て

H
心
せ
ん
こ
と
そ
抑制
う
た
の
で
、
利
減
逢
に
成
虫

し
な
か
っ
た
。
是
を
以
て
品
川
脆
は
抗
月
五
日
及
ひ
六

且
九
日
の
二
次
に
泌
加
に
械
を
挑
ん
だ
が
、
大
敗
し

て
仰
性
寺
・
東
馬
場
・小
竹
・金
丸
閉
す
の
鐙
特
揮
は
れ

た
。
か
く
て
品
川
除
等
は
各
方
面
に
利
を
失
う
た
錦
、

三
宅
長
崎
や
一
し
て
安
土
に
赴
き
、
七
階
城
特
聞
い
て

降
伏
せ
ん
こ
と
そ
附
ひ
、
そ
の
許
容
す
る
所
と
な
っ

た
。
九
年
三
月
信
長
は
、
官
民
回
目
剛
山
・一
酬
は
行
前
・前

m利
家
そ
能
慣
に
訟
は
し
、
そ
の
同
政
を
寧
ら
し
め
、

R
M
院
と
長
肢
は
七
尾
を
去
っ
て
石
助
山
に
入
り
、
そ

の
生
命
を
保
た
ん
こ
と
を
求
め
た
が
、
遊
佐
敏
光

一

族
町
長
洲
一
部
に
殺
さ
れ
る
に
及
び
、
知
除
等
も
亦
兎

六
四
五


